
場所

西区役所 火 13:30〜16:00

北区役所 水 13:30〜16:00

大宮区役所 木 9:30〜12:00

見沼区役所 水 9:30〜12:00

中央区役所 水 13:30〜16:00

桜区役所 水 13:30〜16:00

浦和区役所 月 13:30〜16:00

南区役所 木 13:30〜16:00

緑区役所 木 13:30〜16:00

岩槻区役所 月 9:30〜12:00

8月13日

8月10日

8月3日

8月13日

3コマ目 14︓50~15︓20

3コマ目 10︓50~11︓20

午前の部（9：30～12：00）

1コマ目 　9︓30~10︓00

2コマ目 10︓10~10︓40

4コマ目 15︓30〜16︓00

4コマ目 11︓30~12︓00

午後の部（13：30～16：00）

1コマ目 13︓30~14︓00

2コマ目 14︓10~14︓40

8月5日

8月12日

さいたま市ひとり親家庭等法律相談　8月日程　

日時

8月4日

8月12日

8月13日

8月5日


